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『新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)』 

検査の受託について 
 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび、「保医発 0304 第 5 号」により新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の検査が 

保険適用となりましたが、院内感染防止及び検査の精度管理の観点から、厚生労働省が指

定した『帰国者・接触者外来』及び『帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関 

として都道府県が認めた医療機関』を対象に本検査の受託をすることとなりましたので 

ご案内申し上げます。 

尚、現段階におきましては、上記の医療機関以外からの本検査の受託につきましては対象

となっておりません。 

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染が疑われる方が受診された場合には、『保健所』

もしくは『帰国者・接触者相談センター』にお問い合わせいただきますよう宜しくお願い

申し上げます。 

事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

敬 白 

2020年 3月 

 

 

 

検体の出検方法につきましては、裏面をご参照ください 

(厚生労働省等が指定した医療機関限定)。 

 

 

 

お問い合わせは最寄りの営業所 または、

本社・研究所にお願いいたします。 本社・研究所：東京都町田市南町田三丁目45番18号
              ＴＥＬ ０４２（７９５）６０００



①

『材料』を最寄りの営業所までご連絡ください。

② 材料に応じた専用容器をお持ち致しますので、必ず専用容器にてご出検ください。

※専用容器以外での出検は不可となりますので、十分ご注意ください。

③ カテゴリーBの三重梱包用資材を用意してください。

・

・

・

容器をご使用下さい。

※容器の種類や、梱包方法等につきましては、下記URL(国立感染症研究所ホーム

※ページ内バイオセーフティ管理室)を参照してください。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-biosafe/947-youkisb.html

① 採取した検体は、前述の通りカテゴリーBの３重梱包にてご提出ください。

②

出来ません。

③ 依頼書は３重梱包の中には入れずに検体とは別に弊社集荷員にお渡し下さい。

【新型コロナウイルス検査の出検方法】

予約制となりますので、事前に『指定医療機関であること』、『集荷希望日時』、『検体数』、

総合検査依頼書でご依頼下さい。オンラインやUSB等の電子媒体でのご依頼は

一次容器は、病原体等を入れる強固な防漏性容器を用いて下さい。

二次容器は、一次容器を入れる防漏性かつ非常に気密性の高い規格容器を

三次容器は、二次容器を入れて輸送時の衝撃から保護する壊れにくい規格

（通常取り扱いの臨床検査用容器）

ご使用下さい。ドライアイスは絶対に入れないで下さい。

【検体採取当日】

　●厚生労働省が指定した医療機関

 【検査依頼前】

 


